
 
○ 平成22年度、23年度の２カ年度で実施し、平成24年度から法適化。 
 
  ※ 水道事業への移行時に全適することを前提に、一部適用（財務適用）を実施。 

 (1) 移行概要・移行期間 

【民間業者への委託内容】  
○ 平成22年度～平成23年度 

  

○ 平成23年度 

  ・条例、会計規程等の整備 ： 移行支援業務（委託業務）として実施。 

  ・会計システム整備 ： 全庁的なシステムとは別に、独自のシステムを導入。 

簡易水道事業における移行事務の実例 【北海道安平町】 

 

 
○ 庁内に公営企業会計を実施している部門がないこと、人的手当がなされなかったことから、移行事務は委託に 
    より実施。  
○ 既存の体制は、水道課内の水道担当（３人）。 このうち、事務担当は10年の水道経験。技術担当も20～30年 
    の水道経験を有する者であった。  
○ 現金の取扱いなど、会計担当課等との調整が必要となった。 

 (2) 移行に必要となった体制 

 (3) 資産評価手法 
 
 
○ 工事設計書単位（約1,000件）で整理。  
○ 事業創設期からの工事関係図書を保存していたことから、図書を受託業者に貸し出し、不明点を町側で回答す 
    る手法により整理。  
○ 管路等の位置は、別途整備済みの水道管路台帳システムと連動させることにより正確に把握。 

・固定資産調査・資産評価 ： 決算書類・工事設計関係図書等に基づき調査。 

資料１ 
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 (1) 移行概要・移行期間 

下水道事業における移行事務の実例 【岡山県備前市①】 

 
○ 平成20年度～22年度、25年度の４カ年度で移行、平成26年度から法適化。 

 ※ 平成20年度～21年度 ： 基本計画策定・資産評価 
 
       
  

 ※ 公共、特環、農集、漁集を法適化（財務規定等適用）。個排は小規模等の理由で除外。 

【民間業者への委託内容】  
○平成20年度～平成21年度 

  資産調査及び評価方法をまとめた資産評価要領書の作成、法適用範囲の検討から
法適用後の資産管理方針を含めた基本計画書の作成。 

資産評価要領書に基づいた管渠及び処理場施設の資産調査・評価作業
の実施及び結果のまとめ。 

・固定資産調査及び資産評価 ： 

 
○平成22年度 

・条例・科目設定 ： 法適用のために必要となる条例案等の検討及び作成。 

・職員研修 ： 法適用及び企業会計の基礎知識に関する内容についての講習会の開催。 
 

○平成25年度 

・システム導入 ： システムのカスタマイズ、データ変換、当初予算作成等。 

・支援業務委託 ： 予算書作成支援等（システム入力は自前で実施） 

・基本計画策定 ： 

平成22年度 ： 移行事務（条例整備等）  
平成25年度 ： システム導入等 
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 (3) 資産評価方法 

下水道事業における移行事務の実例 【岡山県備前市②】 
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○職員体制は移行開始時から３名で増員はなし。当初は下水道課職員のみで移行事務開始。  
○公営企業法や企業会計についての職員研修の機会への積極的参加、コンサルの支援によりノウハウを蓄積。  
○企業会計に精通した職員配置は無かったが、財政・システムに精通した職員が配置され移行事務がスムーズ

に。  
○契約担当課等他課との協力体制構築で移行事務がスムーズに。 

 (2) 移行に必要となった体制 

 
○管渠については、台帳と資産の照合に要する資料散逸等の状況もあり、１工事１資産として延長のみ資産計上。  
○処理場は台帳があったことから、改築・更新の取替単位を基本に整理。耐用年数の異なる資産ごとに分類。  
○委託先から求められる法適化に必要なデータ・書類を準備できないケースあり（本作業の労力大）。不明資産の  
   評価等にあたっては、下水道協会発行の法適化の手引き等を参照したり、コンサルに相談するなどして対応。 



資料２

地方公営企業の会計規程（例）について

(平成24年10月19日総財公第98号自治財政局公営企業課長通知）
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［背景］ 

 通常、資産の評価は取得原価主義によるものであるが、戦後のインフレによる物価急騰を受け、資産価値の増大をもたらしので、資

産の原価を修正し、正しい減価償却を計算して、正確な損益計算を行うことができるように、時価に合うように資産の価値を調整する

ことが必要となった。 

○地方公営企業の資産の再評価に関する事項について、地方公営企業資産再評価規則（昭和２７年総理府令第７３号）で規定。 

 ・再評価の対象となる資産 

  昭和２７年３月３１日（再評価基準日）に有していた資産（預金、貯金、有価証券、原材料、製品等を除く） 

資産の再評価 

 地方公営企業の資産は、資産の適正な減価償却の基礎を確立するため政令で定めるところにより、再評価しな

ければならない（地方公営企業法附則第２項）。   

【具体例】 

 ・法を適用する日 昭和４２年４月１日 

 ・取得価額 ２００万円 ・取得時期 昭和２１年 ・耐用年数 ４０年  ⇒・再評価倍数 １５ 

①再評価基準額の算出 

 資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた再評価倍数を（別表第１）

乗じて算出。 取得価額 ２００万円 ×再評価倍数 １５＝再評価基準額 ３０００万円 

②再評価額の算出 

 ①で算出した再評価基準額を基準として、昭和２７年４月１日から再評価日（法を適用する日【４２

年４月１日】）までの期間に応じて減価償却額を控除して、再評価日現在における再評価額を算出。 

 

 再評価基準額 ３０００万円-減価償却額* １０１２万円 ＝再評価額 １９８８万円 

  *減価償却額＝再評価基準額×９/１０×償却率×経過年数（Ｓ２７～Ｓ４２） 

（
再
評
価
額
の

）

200

万円

6年

減価償却額

1,012万円

99万円
新耐用年数
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再
評
価
基
準
額

再
評
価
額
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月

再
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価
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日
）
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評
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日
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月
）

取
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期
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評
価
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の

3,000

万円

1,988

万円

残
存
価
額

5％

10％

資料４ 



不明資産の取扱い(マニュアル) 

Ⅲ 資産評価 
（１）［略］ 

（２）取得時期の把握 
① 原則 
 固定資産の取得時期は、原則として当該資産の所有権を取得した日の属する時期をいうものであり、具体的には次のとおりである。 
 ⅰ）～ⅲ） ［略］ 
② 取得時期の不明な資産の取扱い等 
 取得時期の不明な資産は、再評価基準日（昭和２７年３月３１日）以前に取得した資産については、再評価則第６条の規定により、次の
いずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすこととする。また、昭和２７年４月１日以降に取得した資産の取扱いについては特段

の定めがないが、再評価則の基準と同様に考えることが適当であるから、再評価則第６条に準じて、次のいずれか一に掲げる時期をその
取得の時期とみなすこととする。 
 ⅰ） 当該資産について最も古い記録がある時期 
 ⅱ）・ⅲ） ［略］ 
（３）取得価額の把握 

① 原則  固定資産の取得価額は、原則として次のとおりである。 
 ⅰ）～ⅲ） ［略］ 
② 取得後に改良又は撤去等があった場合  ［略］ 

③ 取得価額の不明な資産の取扱い 
 取得価額の不明な資産は、再評価基準日(昭和２７年３月３１日)以前に取得した資産については再評価則第７条により、次に掲げる金額
のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみなすこととする。 
 また、昭和２７年４月１日以降に取得した資産の取扱いについては特段の定めはないが、再評価則の基準と同様に考えることが適当で
あることから、再評価則第７条に準じて、次のⅰ）～ⅴ）に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得
価額とみなすこととする。 
 ⅰ） 当該資産について最も古い記録に記載された価額 

 ⅱ）～ⅴ） ［略］ 
④ 取得時期及び取得価額の不明な資産について 
 取得時期及び取得価額の不明な資産については、取得時期の不明な資産の取得時期の決定方法によりその取得時期を定めた後、取
得価額の不明な資産の取得価額の決定方法によりその取得価額を定めることとする。 

『簡易水道事業法適化マニュアル』 （平成１５年３月）   （抄） 

※ 『下水道事業における地方公営企業法適用マニュアル』（昭和６３年３月） においても同趣旨の記載あり 



（参考） 取得の時期等が不明な資産の取扱いについて   

（取得の時期の不明な資産）  

第六条  取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。  

一  当該資産について最も古い記録がある時期  

二  当該資産について、その令附則第六項の再評価基準日以後の使用可能年数を見積り、その年数を、当該資産を新たに取得した場合においてこ

れにつき通常の管理又は修理をなすものとして予測される使用可能年数から控除した年数を再評価基準日以前にさかのぼつた時期  

三 左のイからトまでに掲げる時期のうち当該資産の取得の時期に最も近いと認められる時期  

 イ 当該資産の属する工場又は事業場において、事業設備として当該資産と一体をなす他の資産で、当該資産の取得の時期と同じ時期又はこれに

近接する時期に取得したと認められるものの取得の時期 

 ロ 当該資産を有する者若しくは当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が有する同じ種類の資産で、その再評価基

準日における現況が当該資産に類似するものの取得の時期 

 ハ 当該資産の構造又は型式によつて推定される取得の時期 

 ニ 当該資産に表示されているその製作の時期 

 ホ 当該資産の属する工場若しくは事業場の建設の時期 

 ヘ 当該資産がその用に供されている事業の開始の時期 

    ト 当該資産の取得価額が明らかである場合において、その取得価額によつて推定される取得の時期 

 

（取得価額の不明な資産）  

第七条  取得価額の不明な資産については、左の各号に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみな

すことができる。  

一  当該資産について最も古い記録に記載された価額  

二  当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期と同じ時期に取得し

た当該資産に類似する他の資産の取得価額  

三  当該資産の取得の時期における同じ種類の資産又はこれに類似する他の資産の価額  

四  当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期の前又は後三年以

内に取得した当該資産に類似する他の資産で、その取得価額の明らかであるものの取得価額に左の算式により計算した数を乗じて算出した金額当

該資産に類似する資産の取得の時期に応ずる別表第三の倍数÷当該資産の取得の時期に応ずる別表第三の倍数  

五 当該資産の構造又は型式によつて推定される取得価額  

 

（取得の時期及び取得価額の不明な資産）  

第八条  取得時期及び取得価額の不明な資産については、第六条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定め

なければならない。  

地方公営企業資産再評価規則 
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